
 

開示実施手数料 

 

法人文書の種別 開示の実施方法 開示実施手数料の額 

①閲覧 １００枚までごとにつき１００円 

②撮影した写真フィルムを印画紙 
に印画したものの閲覧 

１枚につき１００円に１２枚までごとに

７６０円を加えた額 

③複写機により白黒又はカラーで 
複写したものの交付 

Ａ３判以下の用紙１枚につき白黒は１０

円、カラーは２０円 

１   文書又は図画
（２の項から４

の項又は８の項

に該当するもの

を除く。） 
 
 
 
 
 
 

④撮影した写真フィルムを印画紙 
に印画したものの交付 

 
 

１枚につき１２０円（縦２０３ミリメート

ル、横２５４ミリメートルのものについて

は、５２０円）に１２枚までごとに７６０

円を加えた額 

①用紙に印刷したものの閲覧 用紙１枚につき１０円 

②専用機器により映写したものの 
閲覧 

１巻につき２９０円 
 

２   マイクロフィ
ルム 

 
 
 
 

③用紙に印刷したものの交付 
 

Ａ４判用紙１枚につき８０円（A３判につ
いては１４０円） 

①印画紙に印画したものの閲覧 １枚につき１０円 ３ 写真フィルム 
 
 
 
 

②印画紙に印画したものの交付 
 
 

１枚につき３０円（縦２０３ミリメート

ル、横２５４ミリメートルのものについて

は、４３０円） 

①専用機器により映写したものの

閲覧 
１巻につき３９０円 
 

４  スライド（９の
項に該当するも

のを除く） 
 
 
 

②印画紙に印画したものの交付 
 
 

１枚につき１００円（縦２０３ミリメート

ル、横２５４ミリメートルのものについて

は、１,３００円） 

①専用機器により再生したものの

聴取 
１巻につき２９０円 
 

５  録音テープ（９
の項に該当する

ものを除く。）又

は録音ディスク 
 

②録音カセットテープに複写した 
ものの交付 

１巻につき４３０円 
 

①専用機器により再生したものの 
視聴 

１巻につき２９０円 
 

６   ビデオテープ
又はビデオディ

スク 
 
 

②ビデオカセットテープに複写し 
たものの交付 

１巻につき５８０円 
 

 

 



 

 

法人文書の種別 開示の実施方法 開示実施手数料の額 

①用紙に出力したものの閲覧 用紙１００枚までごとにつき２００円 

②専用機器により再生したものの 
閲覧又は視聴 

１ファイルごとに４１０円 
 

③用紙に白黒又はカラーで出力し

たものの交付 
用紙１枚につき白黒は１０円、カラーは２

０円 

④フレキシブルディスクカートリ 
ッジに複写したものの交付 

１枚につき５０円に１ファイルごとに２

１０円を加えた額 

⑤幅１２．７ミリメートルのオー 
プンリールテープに複写したも 
のの交付 

１巻につき７,０００円に１ファイルごと
に２１０円を加えた額 
 

⑥幅１２．７ミリメートルの磁気 
テープカートリッジに複写した 
ものの交付 

 
 
 
 

１巻につき８００円（日本工業規格Ｘ６１

３５に適合するものについては２,５００
円、国際規格１４８３３、１５８９５又は

１５３０７に適合するものについてはそ

れぞれ８,６００円、１０,５００円又は１
２,９００円）に１ファイルごとに２１０
円を加えた額 

⑦幅８ミリメートルの磁気テープ 
カートリッジに複写したものの 
交付 

 
 

１巻につき１,８００円（日本工業規格Ｘ
６１４２に適合するものについては２,６
００円、国際規格１５７５７に適合するも

のについては３,２００円）に１ファイル
ごとに２１０円を加えた額 

７  電磁的記録（５
の項、６の項又は

８の項に該当する

ものを除く。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧幅３．８１ミリメートルの磁気

テープカートリッジに複写した

ものの交付 
 
 

１巻につき５９０円（日本工業規格Ｘ６１

２９、Ｘ６１３０又はＸ６１３７に適合す

るものについてはそれぞれ８００円、１,
３００円又は１,７５０円）に１ファイル
ごとに２１０円を加えた額 

①専用機器により映写したものの 
視聴 

１巻につき３９０円 
 

８   映画フィルム 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ビデオカセットテープに複写し 
たものの交付 

 
 
 
 
 
 

６,８００円（１６ミリメートル映画フィ
ルムについては１３,０００円、３５ミリ
メートル映画フィルムについては１０,１
００円）に記録時間１０分までごとに２,
７５０円（１６ミリメートル映画フィルム

については３,２００円、３５ミリメート
ル映画フィルムについては２,６５０円）
を加えた額 

 

 



 

 

法人文書の種別 開示の実施方法 開示実施手数料の額 

①専用機器により再生したものの 
視聴 

１巻につき６８０円 

 

９  スライド及び録
音テープ（別表１

の５の項②又は６

の項②に規定する

場合におけるもの

に限る。） 

②ビデオカセットテープに複写し 
たものの交付 

 

５,２００円（スライド２０枚を超える場
合にあっては、５,２００円にその超える
枚数１枚につき１１０円を加えた額） 

備考 １の項③、２の項③又は７の項③の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面

 を１枚として額を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


